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NO. ２ ２ス ト ッ プ ・ ザ ･ 交 通 事 故

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

自転車安全利用五則 ～令和４年１１月１日より内容変更～

自転車は、気軽に乗れて利便性の高い乗り物ですが、体が外部にさらされており
非常に危険です。
このため、交通事故の被害を軽減するためには、特に頭部を守ることが重要です。
自転車用ヘルメットは、様々な色・形がありますので、お気に入りのヘルメットを

見つけてみてはいかがでしょうか。
大切な命を守るために、自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう！！！

Good!!

道路交通法第６３条の１１
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない｡
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みんなで もん！自転車は車両の仲間！！

ルールをしっかり

守りましょう！！


